
 

 

 

令和８年６月１５日 

総 務 部 職 員 課 

江東区職員の旅費に関する条例の一部改正について 

 

１ 改正の趣旨 

  国家公務員等の旅費支給規程の一部が改正されたことを踏まえ、条例の一

部を改正する。 

  

２ 改正の概要 

宿泊費基準額及び宿泊手当の額について、国家公務員等の旅費支給規程を

引用するほか、所要の規定整備を行う。 

 

３ 施行期日  

公布の日 
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江東区職員の旅費に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（用語の意義） （用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 内国旅行 本邦（本州、北海道、四国、九

州及び国家公務員等の旅費支給規程（昭和

２５年大蔵省令第４５号）で定めるその附

属の島の存する領域をいう。以下同じ。）に

おける旅行をいう。 

(1) 内国旅行 本邦（本州、北海道、四国、九

州及び国家公務員等の旅費支給規程（昭和

２５年大蔵省令第４５号。以下「財務省令」

という。）で定めるその附属の島の存する領

域をいう。以下同じ。）における旅行をいう。 

(2)～(7) （略） (2)～(7) （略） 

第３条～第１２条 （略） 第３条～第１２条 （略） 

（宿泊費） （宿泊費） 

第１３条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費

用とし、その額は、１夜につき、内国旅行にあ

っては１９，０００円、外国旅行にあっては５

９，０００円を上限として、地域の実情を勘案

して任命権者が定める額（次条において「宿泊

費基準額」という。）とする。ただし、当該宿

泊に係る特別な事情がある場合として任命権

者が定める場合は、当該宿泊に要する費用の

額とする。 

第１３条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費

用とし、その額は、財務省令別表第２に定める

旅行先の区分に応じ、同表の職務の級が１０

級以下の者の欄に定める額に相当する額（次

条において「宿泊費基準額」という。）とする。

ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場

合として任命権者が定める場合は、当該宿泊

に要する費用の額とする。 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

（宿泊手当） （宿泊手当） 

第１５条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要

な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、

内国旅行にあっては２，４００円、外国旅行に

あっては５，４００円を上限として、通常要す

る費用の額を勘案して任命権者が定める１夜

当たりの定額とする。 

第１５条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要

な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、

財務省令別表第３に定める旅行先の区分に応

じ、同表の宿泊手当の欄に定める額に相当す

る額とする。 

第１６条～第２７条 （略） 第１６条～第２７条 （略） 

 附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ 改正後の江東区職員の旅費に関する条例
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（以下「新条例」という。）の規定は、この条

例の施行の日（以下「施行日」という。）以後

に新条例第２条第３号に規定する旅行命令権

者が新条例第４条第１項に規定する旅行命令

等を発する旅行、退職、免職（罷免を含む。）、

失職若しくは休職（以下「退職等」という。）

した場合又は死亡した場合において新条例第

３条第２項の規定により旅費を支給する旅行

及び新条例第３条第５項の規定により旅費の

支給を決定する旅行について適用し、施行日

前に改正前の江東区職員の旅費に関する条例

（以下「旧条例」という。）第２条第３号に規

定する旅行命令権者が旧条例第４条第１項に

規定する旅行命令等を発した旅行、退職等と

なった場合又は死亡した場合において旧条例

第３条第２項の規定により旅費を支給する旅

行及び旧条例第３条第５項の規定により旅費

の支給を決定する旅行については、なお従前

の例による。ただし、施行日前に旧条例第２条

第３号に規定する旅行命令権者が旧条例第４

条第１項に規定する旅行命令等を発し、かつ、

施行日以後に新条例第２条第３号に規定する

旅行命令権者が新条例第４条第３項の規定に

より当該旅行命令等を変更する旅行について

は、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更

の日以後の期間に対応する分について適用

し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に

対応する分については、なお従前の例による。 

 ３ 前項の規定に基づき従前の例によることと

される旅行について、施行日以後に新条例第

３条第６項及び第７項に規定する旅費の支給

が生じた場合の金額の算定は、なお従前の例

による。 

 

3


